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FCA活動報告
FCA（一般社団法人日本音楽作家団体協議会）は音楽作家の権利を擁護し
社会的地位の向上を図るため、13の音楽作家団体が集まって活動する組織です。

FCAの役員が選任されました

FCAでは今後も「FCAだより」を発行して活動をお知らせしていきます
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去る6月6日に開催されたFCAの総会および理事会において、上記のと
おり、役員が選任されました。今後もFCAは会員13音楽作家団体と協働
して、音楽著作権を守り、音楽文化の発展に努めていきます。

石原信一 渡辺俊幸

                    エンドウ./ 大谷明裕 / 菅野由弘 / 関美奈子 / 髙畠じゅん子 

           池毅* / 太田雅友 / 奥慶一 / 奥野秀樹* / かず翼* / 神坂真理子
新庄恭子 / スティーブ池田* / 塚本一実* / ねじ式* / 早川史郎 / 林ゆうき
桧原さとし / 松井五郎 / 松尾祐孝 / 望月吾郎

佐藤雅子 / 山本準 いではく / 小六禮次郎 / 関 孝一



JASRACに対し作品管理の在り方等について申し入れました

申し入れの内容

FCAでは今後も「FCAだより」を発行して活動をお知らせしていきます
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2025年6月23日、伊澤一雅JASRAC理事長と
面談して要望書を提出しました。JASRACの作
品管理について「国際標準」という観点から新
たな形を探っていく必要があることをFCAから
提案しました。

要望①　著作権存続期間を契約期間とする音楽出版者の著作権契約（存続期間契
約）は特異な契約であり、これを事実上、無制限で許容している作品届の受付のあり

方を見直すよう求めます。
　
要望②　歌詞付き作品において、詞曲のいずれかだけ日本の音楽出版者に著作権
を譲渡すること、または詞曲で異なる日本の音楽出版者に著作権を譲渡することを

認めないのは、契約の自由を制限するものであり、日本の音楽出版者と外国の音楽

出版者で事実上、異なる取扱いをしている作品届の受付のあり方を見直すよう求め

ます。
　
要望③　内国作品における関係権利者の分配率を著作物使用料分配規程で限定す
ることは契約の自由を制限するものであり、内国作品と外国作品で事実上、異なる取

扱いをしている同規程を見直すよう求めます。
　
要望④　音楽作家が委託作品に係る作品届の情報をデジタルデータとして無償で
適時取得できる仕組みを整えるよう求めます。

2025年度JASRAC要望書
の全文PDFはこちらから→


